
 

 

 

独立行政法人の制度及び組織の見直しの基本方針（平成 24年１月 20日閣議決定）（抄） 

 

 

【労働者健康福祉機構】 

○ 固有の根拠法に基づき設立される法人とする。 

○ 国が担うべき政策医療等について、国全体として無駄のない効率的な医療提供体制の下で、

医療法の体系も踏まえ、国が適切に関与しつつ、確実に実施するとともに、自律的かつ効率

的な経営の実現を目指す。 

○ 具体的な制度の在り方については、例えば、国民負担の最小化、担うべき政策医療の明確

化、国との関係の明確化、適切な目標管理システムの構築、民間医療機関との役割分担、組

織肥大化の防止、医療の質の向上、財務の透明性確保、適正な利益配分等の観点から検討を

進める。 

○ 固有の根拠法に基づき設立される法人とするに当たっては、労災病院関係業務等の真に必

要な事務・事業に限定する。 

○ 国立病院機構との連携を進めつつ、将来の統合も視野に入れた具体的な検討を行う。 

 

【国立病院機構】 

○ 固有の根拠法に基づき設立される法人とする。 

○ 国が担うべき政策医療等について、国全体として無駄のない効率的な医療提供体制の下で、

医療法の体系も踏まえ、国が適切に関与しつつ、確実に実施するとともに、自律的かつ効率

的な経営の実現を目指す。 

○ 具体的な制度の在り方については、例えば、国民負担の最小化、担うべき政策医療の明確

化、国との関係の明確化、適切な目標管理システムの構築、民間医療機関との役割分担、組

織肥大化の防止、医療の質の向上、財務の透明性確保、適正な利益配分等の観点から検討を

進める。 

○ 固有の根拠法に基づき設立される法人とするまでに、職員の非公務員化に伴う問題の解決

に向けた所要の調整を行う。 

○ 労働者健康福祉機構との連携を進めつつ、将来の統合も視野に入れた具体的な検討を行う。 
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